
職業能力開発促進法第47条第１項に規定する指定試験機関の指定

に関する省令の一部を改正する省令について

１ 現行制度の概要

、 「 」労働者の有する技能の程度を検定し これを公証する国家検定制度である 技能検定

は、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号。以下「法」という ）第44条第１項及。

び職業能力開発促進法施行令（昭和44年政令第258号。以下「政令」という ）第２条に。

基づき、平成20年７月現在136職種が設けられており、そのうち11職種については、法

第47条第１項及び政令第３条に基づき、民間の指定試験機関に試験業務を行わせること

としている。

試験業務を行わせる法人及び試験業務の範囲については、職業能力開発促進法第47条

第１項に規定する指定試験機関の指定に関する省令（平成14年厚生労働省令第77号。以

下「指定省令」という ）により指定している。。

（※）指定基準等について

法第47条第１項第１号及び第２号において、指定の要件として、試験業務の実施に関す

る計画が、試験業務の適正かつ確実な実施のために適切であり、当該計画を適正かつ確実

に実施できる経理的及び技術的な基礎を有するものと定めている。

これに基づき、職業能力開発促進法施行規則（昭和44年労働省令第24号。以下「規則」

という ）第63条の４及び第63条の５並びに職業能力開発局長が定める「技能検定の指定。

試験機関の指定基準の細目」により、指定申請方法及び指定基準の細目を定めている。

２ 改正の趣旨

今般、職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令（平成20年政令第34号）によ

り、技能検定の試験業務を指定試験機関に行わせる職種として「キャリア・コンサルテ

ィング」を追加したところ、規則第63条の３第１項の規定に基づき、特定非営利活動法

人キャリア・コンサルティング協議会より指定試験機関の指定申請書が提出され、当該

申請について審査を行ったところ、指定の要件を満たし、試験業務を適切に実施できる

と認められることから、指定省令の一部を改正し、当該法人を指定試験機関として指定

するものである。

３ 申請団体

特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会

４ 試験業務の範囲

キャリア・コンサルティング職種に係る技能検定のうち、以下の実施に関する業務

・１級技能検定の実技試験及び学科試験

・２級技能検定の実技試験及び学科試験

５ 公布日及び施行日

公布日：平成20年９月10日

施行日：公布日



別添

指定試験機関制度について

１ 概 要

技能検定試験は、国が定めた実施計画に従い、都道府県知事がその実施の業務

を行うこととしているが、平成13年10月１日の改正職業能力開発促進法等の施行

により、指定試験機関制度が創設され、民間機関が指定試験機関として技能検定

試験の業務を行うことができることとなった。

２ 国と指定試験機関が行う業務

【国が行う業務】

○検定職種、等級の設定（政省令で規定）

【指定試験機関が行う業務】

○試験科目の設定

○試験問題、試験実施要領の作成

○技能検定試験の実施

○合格証書の交付（注）

＜指定試験機関の指定＞

次のうち、申請により厚生労働大臣が指定するもの

・事業主団体（その連合団体を含む ）。

・公益法人、法人たる労働組合その他の非営利法人

（注） 特級、１級及び単一等級に係る合格証書の交付者名は厚生労働大臣名。

３ 技能検定の試験業務を行う指定試験機関一覧

職種 指定試験機関の名称

特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会ウェブデザイン

特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会キャリア・コンサルティング

ファイナンシャル・プランニング 社団法人 金融財政事情研究会

特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

知的財産管理 有限責任中間法人 知的財産教育協会

金融窓口サービス 社団法人 金融財政事情研究会

レストランサービス 社団法人 日本ホテル・レストランサービス技能協会

ビル設備管理 社団法人 全国ビルメンテナンス協会

情報配線施工 特定非営利活動法人 高度情報通信推進協議会

ガラス用フィルム施工 日本ウインドウ・フィルム工業会

調理 社団法人 調理技術技能センター

ビルクリーニング 社団法人 全国ビルメンテナンス協会
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